
 

武蔵野操車場跡地地区 地区区分図 

地区名 用 途 地 域 建ぺい率 容積率 高さ 防火・準防火地域 

Ａ地区 第１種住居地域 ６０％ ２００％ ※ 

準防火地域 Ｂ地区 第１種住居地域 ６０％ ２００％※ ※ 

Ｃ地区 第１種中高層住居専用地域 ６０％ １５０％ ※ 

Ｄ地区 近隣商業地域 ８０％ ３００％  防火地域 

Ｅ地区 近隣商業地域 ６０％ ２００％ ※ 準防火地域 

※は、地区計画での制限あり 

 

丁目境 



Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 Ｅ地区

（１住） （１住） （１中高） （近商） （近商）

区分の面積 約７．１ha 約４．３ha 約４．８ha 約６．０ha 約７．８ha

　次に掲げる建築物は、建築してはならな
い。
(１)店舗、飲食店、事務所その他これらに類
する用途に供するものでその用途に供する部
分の床面積の合計が５００㎡を超えるもの
(２)畜舎（建築物に附属する床面積の合計が
１５㎡以下のものを除く。）
(３)倉庫（建築物に附属するものを除く。）
(４)大学、高等専門学校、専修学校その他こ
れらに類するもの
(５)病院
(６)ホテル又は旅館
(７)ボーリング場、スケート場、水泳場及び
建築基準法施行令第１３０条の６の２で定め
る運動施設
(８)自動車教習所
(９)自動車車庫（建築物に附属するものを除
く。）
(10)工場（建築基準法施行令第１３０条の６
で定めるものを除く。）
(11)危険物の貯蔵または処理に供するもの
（敷地内建築物の供給処理に伴うものを除
く。）
(12)葬儀場、セレモニーホールその他これら
に類するもの（結婚式場を除く。）
(13)ガソリンスタンド

　次に掲げる建築物は、建築してはならな
い。
(１)店舗、飲食店、事務所その他これらに類
する用途に供するものでその用途に供する部
分の床面積の合計が１５０㎡を超えるもの
(２)畜舎（建築物に附属する床面積の合計が
１５㎡以下のものを除く。）
(３)倉庫（建築物に附属するものを除く。）
(４)大学、高等専門学校、専修学校その他こ
れらに類するもの
(５)病院
(６)ホテル又は旅館
(７)ボーリング場、スケート場、水泳場及び
建築基準法施行令第１３０条の６の２で定め
る運動施設
(８)自動車教習所
(９)自動車車庫（建築物に附属するものを除
く。）
(10)工場
(11)危険物の貯蔵または処理に供するもの
（敷地内建築物の供給処理に伴うものを除
く。）
(12)葬儀場、セレモニーホールその他これら
に類するもの（結婚式場を除く。）
(13)ガソリンスタンド

　次に掲げる建築物は、建築して
はならない。
(１)大学、高等専門学校、専修学
校その他これらに類するもの
(２)病院
(３)葬儀場、セレモニーホールそ
の他これらに類するもの（結婚式
場を除く。）
(４)ガソリンスタンド

１　次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(１)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律第２条第４項から第１０項の営業の用に供するも
の。
(２)ホテル又は旅館
(３)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券
発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(４)工場（建築基準法施行令第１３０条の６で定める
ものを除く。）
(５)畜舎（建築物に附属する床面積の合計が１５㎡以
下のものを除く。）
(６)倉庫（建築物に附属するものを除く。）
(７)葬儀場、セレモニーホールその他これらに類する
もの（結婚式場を除く。）
(８)大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類
するもの
(９)病院
(10)自動車教習所
(11)ガソリンスタンド
(12)危険物の貯蔵または処理に供するもの（敷地内建
築物の供給処理に伴うものを除く。）
２　計画図に示す道路Ａに接する敷地にある建築物の
１階部分のうち当該道路に面する部分の用途は、次に
掲げる建築物の用途に供してはならない。
(１)住宅（共同住宅、寄宿舎を含む）。ただし、玄
関、階段、ホールは除く。

　次に掲げる建築物は、建築してはな
らない。
(１)風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律第２条第４項から第
１０項の営業の用に供するもの。
(２)ホテル又は旅館
(３)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的
場、勝馬投票券発売所、場外車券売場
その他これらに類するもの
(４)自動車教習所
(５)畜舎（建築物に附属する床面積の
合計が１５㎡以下のものを除く。）
(６)倉庫（建築物に附属するものを除
く。）
(７)葬儀場、セレモニーホールその他
これらに類するもの（結婚式場を除
く。）
(８)危険物の貯蔵または処理に供する
もの（敷地内建築物の供給処理に伴う
ものを除く。）

― １５／１０以下 ― ― ―

２００㎡ １，０００㎡ ３，０００㎡

　２０ｍ以下 ― ２０ｍ以下

理由　土地区画整理事業の事業効果の維持増進を図るとともに、水と緑のうるおいを備えた周辺環境と共生・調和し、商業・業務や住民サービスなどの都市機能を備えた良好な住宅地の形成を図るため。
○問い合わせ先　吉川市都市建設部都市計画課　　０４８（９８２）９９０３（直通）　

建築物等の高さ
の最高限度

１　道路（緑道を含む。）境界線との距離
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路（緑道を含む。）境界線までの距離は１．０ｍ以上でなければならない。

２　隣地境界線との距離
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は０．７５ｍ以上でなければならない。

１　道路（緑道を含む。）に面する部分のかき又はさくの構造は、生け垣とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではない。
（１）門柱、幅が1.0ｍ以内の門柱の袖壁、門扉その他これらに類するもの
（２）道路面と敷地の地盤面の高さの差が0.3ｍ以下の場合に行う土留め擁壁等で、道路面からの高さが0.6ｍ以下のもの
（３）道路面と敷地の地盤面の高さの差が0.3ｍを超える場合に行う土留め擁壁等で、敷地の地盤面からの高さが0.3ｍ以下のもの
（４）生け垣を併設した透視可能なさく
（５）他の法律等にかき又はさくの構造について定めがあるもの
２　道路に面する部分以外のかき又はさくの構造は、生け垣又は透視可能な柵とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
（１）敷地の地盤面からの高さが0.6m以下のもの
（２）他の法令等にかき又はさくの構造について定めがあるもの

建築物の容積率
の最高限度

屋外広告物や外壁、屋根の色については周辺の景観との調和に配慮したものとすることによって、良好な居住環境の形成に努める。
建築物等の形態
又は意匠の制限

１５０㎡

１　道路（緑道を含む。）境界線との距離
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路（緑
道を含む。）境界線までの距離は１．０ｍ以上でなけ
ればならない。
ただし、計画図に示す道路Ａに接する建築物の外壁又
はこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は
２．０ｍ以上でなければならい。
２　隣地境界線との距離
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線
までの距離は０．７５ｍ以上でなければならない。

１　道路（緑道を含む。）境界線との
距離
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面
から、道路（緑道を含む。）境界線ま
での距離は２．０ｍ以上でなければな
らない。
２　隣地境界線との距離
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面
から隣地境界線までの距離は０．７５
ｍ以上でなければならない。

１４ｍ以下かつ地階を除く階数が４以下とする。
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平成２２年１０月１５日都市計画決定


